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市民福祉委員会記録 
 

○開催日時 

平成２９年６月２９日 午前１０時～午後１時３１分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第３委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（７人） 

   委 員 長  福 田 俊一郎 

   副委員長  森 満    晃 

委  員  新 原 春 二 

   委  員  瀬 尾 和 敬 

委  員  杉 薗 道 朗 

委  員  井 上 勝 博 

委  員  持 原 秀 行 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   市 民 福 祉 部 長  上大迫   修 

   市 民 課 長  瀬戸口 良 一 

    課  長  代  理  坂 元 久 徳 

   環 境 課 長  内 田 泰 二 

  川内クリーンセンター所長  原   暢 幸 

   市 民 健 康 課 長  檜 垣 淳 子 

保 険 年 金 課 長  西 田 光 寛 

障害・社会福祉課長  有 西 利 朗 

高齢・介護福祉課長  遠 矢 一 星 

保 護 課 長  松 尾 和 俊 

子 育 て 支 援 課 長  知 識 伸 一 

 

──────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   事 務 局 長  田 上 正 洋 管理調査グループ員  堀之内 孝 充

──────────────────────────────────────── 

○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第８８号 薩摩川内市の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

（所管事務調査） 

環 境 課 

川内クリーンセンター 

（所管事務調査） 市 民 課 

議案第９３号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第９６号 平成２９年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正 

予算 

（所管事務調査） 

市 民 健 康 課 

議案第９５号 平成２９年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算   

（所管事務調査） 

 

保 険 年 金 課     

( 税 務 課 ) 

( 収 納 課 ) 

（所管事務調査） 

 

 

障 害 ・ 社 会 福 祉 課 

高 齢 ・ 介 護 福 祉 課 

保 護 課 

議案第８９号 薩摩川内市へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第９３号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

子 育 て 支 援 課 

──────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（福田俊一郎）それではただいまから

市民福祉委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ありませんので、

お手元に配付しております審査日程により審査を

進めます。 

 なお、環境課と川内クリーンセンターは同時に

審査を行います。 

 ここで傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は委員長にお

いて随時許可します。 

────────────── 

△環境課及び川内クリーンセンターの審査 

○委員長（福田俊一郎）それでは、環境課及び

川内クリーンセンターの審査を行います。 

────────────── 

△議案第８８号 薩摩川内市の附属機関に

関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○委員長（福田俊一郎）まず、議案第８８号薩

摩川内市の附属機関に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○環境課長（内田泰二）それでは、議案第

８８号薩摩川内市の附属機関に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを説明いたします。 

 議案つづりその２の８８－１ページをお開きく

ださい。 

 提案理由は、本会議におきまして市民福祉部長

が説明しましたので省略いたします。 

 提案理由にあります薩摩川内市一般廃棄物処理

施設整備事業審査委員会につきましては、川内ク

リーンセンター基幹的設備改良事業の業者選定等

を行うために設置した委員会でありますが、業者

選定等の一連の作業が全て終了したことから同委

員会を廃止するものでございます。 

 以上で議案第８８号の説明を終わります。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○環境課長（内田泰二）それでは、環境課にか

かわります所管事務の説明をいたします。市民福

祉委員会資料の１ページをお開きください。 

 川内クリーンセンター基幹的設備改良事業につ

いてでございます。 

 この事業につきましては、委員会ごとに説明し

てきておりますが、今回は、概要等と工事全体ス

ケジュールを説明させていただきます。 

 １の事業概要でございます。川内クリーンセン

ターにございます焼却施設・粗大ごみ処理施設・

浸出水処理施設・資源ごみ処理施設の延命化を図

るために、ＤＢＯ方式による基幹的設備改良事業

を進めているものでございます。 

 ２の受注業者でございます。三機化工・植村特

定建設工事共同企業体でございます。 

 ３のこれまでのスケジュールでございますが、

本年度は、改良工事の実施設計について、プラン

トや土木・建築などの部門ごとに詳細な協議を進

めております。 

 ４の今後のスケジュールですが、１０月に着工

の予定で準備を進めておるところでございます。 

 次に、５の工事全体スケジュールです。各施設

の更新箇所と工事期間を説明いたしますので、
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２ページをお開きください。 

 全体の工事期間でございますが、上から２番目

の段になりますが、平成２９年１０月から平成

３２年２月までを予定しております。 

 次に、左の欄になりますが、それぞれの施設ご

とに工事期間等を説明していきますが、資料の

３ページのほうに、川内クリーンセンターの全体

の配置図と、配置図から吹き出しでそれぞれの施

設を表示してありますので、こちらのほうもあわ

せてごらんください。 

 初めに、焼却処理施設でございます。平成

２９年度は２号炉を重点的に更新いたします。更

新箇所は、左側のほうに１からずっと番号を振っ

てございますが、１の受入供給設備から８の計装

設備までと１０の建築工事でございます。工事期

間は本年１０月から平成３０年２月までとなって

おります。 

 平成３０年度は１号炉を重点的に更新いたしま

す。これ、ちょうど表の真ん中あたりになります

が、更新箇所は、２号炉と同じく左側に記載して

ありますとおり、１の受入供給設備から８の計装

設備までと１０の建築工事でございます。１号炉

の工事期間は平成３０年１０月から３１年２月ま

でとなっております。 

 右端の平成３１年度でございますが、３１年度

は建築工事が主体となっております。建設工事は、

階段・床・防熱・配管等でございます。工事期間

は平成３１年９月から平成３２年２月までとなっ

ております。 

 なお、１号炉が工事期間中の際は、残りの炉は

エンドレス運転を実施するため、土日も稼働して

おります。 

 次に、中段の粗大ごみ処理施設でございます。

粗大ごみ処理施設は、平成３０年５月から処理装

置の更新と部品交換を行います。更新箇所は、左

の欄に記載してあります１の受入供給設備から

８の電気・計装設備まででございます。平成

３０年の第５週目に水曜日がある月を中心に実施

いたします。この第５週目の水曜日は燃えないご

みの回収のない日でございます。 

 次に、その下の浸出水処理施設でございますが、

処理装置の更新と部品交換を行います。更新箇所

は、左側の欄に記載してあります調整槽設備から

６の雑設備まででございます。工事の時期は、平

成３２年２月ごろの雨の少ない時期に実施する予

定でございます。 

 次に、一番下の段の、資源ごみ処理施設でござ

いますが、こちらは平成３１年６月から７月まで

と９月から１０月までの資源ごみの搬入がない第

５週目を中心に実施いたします。 

 工事時間は、原則午前８時から午後５時までと

し、毎週日曜日は休業となります。しかし休炉期

間、焼却炉がとまっている期間につきましては、

日曜日のほうも作業を実施すると聞いております。 

 また、工事期間中は材料等の搬入で工事車両が

多くなりますので、大型車両搬入時は誘導員を配

置し安全対策に努めてまいります。 

 なお、小倉地区と川底地区の代表者で組織され

る川内クリーンセンター対策委員の皆様には、

５月２４日に説明会を開催し、同じ内容で説明を

しております。 

 それと川底地区の住民の説明会は来月７月９日

（日）に開催予定となっております。 

 また、小倉地区の皆様は、説明会ではなく資料

配付をとのことでございましたので、すぐに対応

させていただいております。 

 以上が、川内クリーンセンターの基幹的設備改

良事業についてでございました。 

 続きまして、委員会資料の４ページをお開きく

ださい。川内汚泥再生処理センターの失火につい

て説明をいたします。 

 １の失火の原因、概要でございます。５月中に

２度にわたり火災報知機（煙感知機）が作動いた

しまして、警備会社のセコムからの通報で、消防

署員が出動する事案が発生しました。火元はいず

れも汚泥再生処理工程で製品化をしている炭化製

品が、フレコンバッグ内で発熱し、溶け出した炭

化物が可燃物に到達し、失火となったものでござ

います。 

 ２の発生日及び被害でございますが、１回目が

５月６日（土）の午前０時３０分ごろで、木製パ

レットと電源用ケーブルに被害が発生しておりま

す。２回目は、５月２５日（木）の午後１０時

３０分ごろにプラスティック製のごみ箱等を焼失

させております。 

 ３の発生時の対応でございますが、１回目は原

因を究明するとともに、再発防止対策をとるよう

指示しておったところでございますが、このよう

な中、２度目が発生しております。２回目は温度

管理が可能な場所に保管していたにもかかわらず、
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隣室との扉があけてあったために、流れ出た炭化

製品が、プラスティック製のごみ箱に達し焼失し

たものでございます。 

 このことから、委託契約の規定により、文書に

より改善勧告を行っております。勧告日は平成

２９年５月２９日でございます。これを受けて、

回答が平成２９年６月１５日に参っております。 

 改善勧告の内容でございますが、ここに１から

６までございます。火災発生の原因を報告するこ

と、再発防止策を講じること、事故発生時の体制

構築、防火管理体制の徹底など６項目を指示して

おります。 

 ５の勧告に対する回答でございますが、造粒機

が原因の一つとして考えられるが、引き続き原因

の特定調査を続ける。それと資源循環サービスが

今、運営しておりますが、これだけではなく特定

建設工事共同企業体、これは汚泥再処理センター

をつくった企業でございますが、こちらのほうも

あわせて原因究明に取り組んでいくという旨の報

告を受けております。 

 業務改善計画では、炭化製品の蓄熱・異物混入

など発熱原因と考えられるもの全てについて適切

に対応していく旨の報告を受けております。 

 以上で、環境課の説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）課長、失火についての

説明を。 

○環境課長（内田泰二）「失火」という言葉を

使っておりますが、これ、辞書で引いてまいりま

した。過失から火事を出すことという意味でとっ

ていただければと思います。 

 それと、今回、本日は使いませんでしたが、

「出火」という言葉につきましては、これは火災

を起こすこと。 

 ですので、失火は過失で火が出る、わざとでは

ないということ。それと出火には、放火とか、そ

ういうのも含まれるというような意味合いである

ということでございました。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたけれども、委員会資料の説明以外の所

管事務調査も含めて質疑に入ります。御質疑願い

ます。 

○委員（井上勝博）今の失火のことなんですけ

ど、これを見る限りは、まだ原因解明が十分でき

ていないと。 

 問題はこの炭化製品が発熱したんじゃないかと

いうことなんですけれども、炭化製品じゃない、

炭化物を封入後、発熱したんではないかというこ

となんですが、これは炭化製品として売っている

ものと同じなんですか。 

○環境課長（内田泰二）「菜生くん」という名

前で、１０キロ袋と、あと３５０キロ入りのフレ

コンバッグで販売をしております。 

○委員（井上勝博）そうすると、製品として出

したものが発熱する可能性というのはあるんです

かね。 

○環境課長（内田泰二）最初、詰め込んだ時点

では、出てくるところが、機械からはベルトコン

ベヤーで出てくるところが、大体３０度ぐらいご

ざいまして、それが袋の中に入りまして、放熱、

熱の逃げるところがなくなって、今回は熱を持っ

て失火したんじゃないかということでございます

が、製品として販売する際は、完全に放熱が済ん

だ状態、温度計測もしておりますけれども、４週

間ぐらいはストックヤードに置いてから販売して

いるということでございますので、失火のおそれ

はないと考えております。 

○委員（持原秀行）汚泥再生処理センターのこ

のストックヤード、これはどういったような構造

になっているんですか。 

○環境課長（内田泰二）ストックヤードは場所

でいいますと、一番南西の角側にある、広さでい

いますと、この半分、この委員会室の半分ぐらい

の部屋なんですけれども、最終的に工程の最後で

炭化製品が出てくるところで、機械が１０キロ詰

めに袋を詰める箇所と、フレコンバッグに入れる

箇所と２カ所ございまして、それをまた隣の部屋

で一たん冷まして、冷めたものをストックヤード

に、これは３段積みの、結構保管できる倉庫みた

いなのがあるんですけれども、そういった形をし

ております。 

○委員（持原秀行）私が言いたいのは、どうい

ったような形式で建っているところなんですかと

いうことですよ。 

○環境課長（内田泰二）建物的には一体の建物

の１部屋なんですけれども。天井高が５メートル

以上ですね。フレコンバッグを四、五段は詰める

高さがありますので。 

 あそこの建物と同じ高さぐらいというイメージ

していただければ。 

○委員（持原秀行）鉄筋コンクリート建てです
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かね。どうですか。 

 一体的にやっぱりしっかりと原因がここのとこ

ろではっきりとわからないようであれば、何か冷

やすものとか、何かそういうのをやって、もしこ

れが全体に回って大変な火災になれば、このセン

ターそのものの処理ができなくなるんじゃないで

すか。 

 だからやっぱり厳密的にいえば、これは早急に

やっぱり原因究明をしてやらないと、不安じゃな

いですか。 

○環境課長（内田泰二）原因は、今、究明中で

ございまして、対応につきましては、温度管理を、

センサーを夜中でも温度を見られるセンサーを今

回設置したということと、それと今、フレコンバ

ッグはビニール製ですかね、そのままで冷やして

いますけれども、このままでは溶け出たときには、

流れ出すというのがありますので、鉄製の、フレ

コンバッグが入る鉄製の箱を６個つくりまして、

今、それぞれに入れて、もし熱を持っても外に流

れ出ないようにというのを、もうこれはもう対策

はとられています。 

 それとあと、その鉄箱の上に、散水装置をつけ

られまして、それと電熱器をつけて、温度が上が

った場合は、有人じゃない場合、夜間ですね、も

し発熱した場合は散水ができるように、その装置

ももう近々設置するということで聞いております。 

 それとあと、炭化炉を、炭化製品をつくる炉の

中も年に１回の点検だったと聞いておりますが、

今後は当面は１カ月に１回は中を見て点検をして、

異常がないか確認をしていくということで報告を

受けております。 

○委員（杉薗道朗）先日の確認の意味でちょっ

とお聞きしたいんですが、一般質問の中でエコ

パークの件について質疑がありました。議員の発

言の中に、遮水シートの破損があるような発言が

ありましたけれども、これが事実であるとするな

らば、地域住民を含めて施設に対する信頼感とい

うものが損なわれるわけですが、これに対して、

当局のほうの答弁の中には、それにかかわるよう

な答弁は一切なかったですし、肯定もないし否定

もなかったわけですよ。果たしてこういう事実が

あったのか、まずそこを教えていただきたいと思

います。 

○環境課長（内田泰二）エコパークのほうでご

ざいますが、平成２７年の１月から搬入が始まっ

ております。これまでの間、結論から言いますと、

遮水シートが破損したとか、そういう報告は一切

受けておりません。 

 それと、エコパークと本市は環境保全協定を結

んでおりまして、ふだんの河川水、本会議の中で

もありましたが、河川水の調査結果とか、あと事

件、事故、そういうものがあったときは、速やか

に市のほうに報告をしていただくように取り決め

はなっております。 

 それとまた、安全監視委員会という大学の先生

が４名入っていらっしゃいます。私も委員で入っ

ておりますが、安全監視委員会が開催されまして、

設備の点検、そういったのもありまして、その中

でも安全性が確認されております。 

 また、地元の方々も安全監視委員会とは別に連

絡協議会というのがございまして、その中で、全

ての説明等を受けておられます。その中でも、今

まで遮水シートに穴があいたとか、そういう話は

一切ございません。 

○委員（杉薗道朗）特に一般質問を含めて本会

議場での発言というのは、言われるようにネット

通信、配信もされているし、多くの方がごらんに

なっているというふうに思います。 

 そのような中において、発言された議員がどう

いう資料というか、そういうものがあって、ああ

いう発言に至ったかは直接聞いておりませんので、

私もわかりませんけれども、私もちょっと資料を

取り寄せて、エコパークのそういう今までそうい

ういろんな安全監視委員会とかいろいろ言われま

したから、いろんな数値等がある部分打ち出して

みたんですけれども、特にもう異常があるような

ことはないわけで、であるならば、あのときの発

言そのものも少しちょっと問題になるんじゃない

かなというふうに思うんですよ。 

 それを当局がその後、もしくは本会議、一般質

問が終わった後なりでも、該当の議員に対して、

それは、いや、違いましたよとか、そこあたりの

ところを、どのように対応されたのかなというふ

うに思うんです。 

 そういうある意味間違った情報というか、そう

いう部分がひとり歩きしてしまうと、大変なこと

になるんですよ、これが。 

 だから、私だけじゃなくして、恐らく本会議場

内で聞いておられた議員の方々、疑義を持たれた

んじゃないかなと思って、あえて本会議の場でこ
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うしてお聞きをするんですけどね。どのように捉

えていらっしゃいますか。 

○市民福祉部長（上大迫 修）議場での答弁の

中で、議員の言われた部分で、そういった報告を

受けておりませんという完全な否定でありますが、

そういうのをしなかったのは、ちょっと私の対応

の不手際の部分もあったというふうに思います。 

 今、杉薗委員が発言なられました終わった後に

そういった原因が今回どこにあったのかといった

形の問い合わせのほうは、当局において議員のほ

うにはいたしておりません。いないのが状況でご

ざいます。状況だけの説明になりますけれど。 

 今後同じような部分が他の案件であったときな

どについては、委員御指摘のとおり、議場の即座

において、その出典でありますとか考え方、根拠

について、どうだったかという形の対応をとって

いかなければ、インターネット等を含めてごらん

になっておられまして、違った形で情報が流れて

いくことになりますので、適切な対応に今後努め

ていきたいというふうに思っております。 

 なお、この後になるかと思いますけれども、実

際にそのようなことがあったのかということは、

改めて関係の議員のほうに確認をとってみたいと

いうふうに考えてございます。 

○委員（杉薗道朗）今回から反問権についても、

少し中身がある意味確認ができるような形につい

ての変更もなされているわけですので、反問も使

われるという部分はどうかなという部分はあった

にしても、そこらあたりも十分配慮をしながら、

そういう、特にああいう本会議場の場、この委員

会の場も大事ですよ、はっきり言って。やっぱり

この言葉というのはひとり歩きしてもいけません

し、そこらあたりはしっかりした対応を今後十分

とっていただきたいということ、意見として申し

上げておきます。 

○委員（井上勝博）改めて、このクリーンセン

ターの基幹的設備改良事業について、かなりの金

額での事業だと思うんですけれども、ちょっと改

めてどのぐらいの事業なのか、金額的なところを

まず確認したいんですけれど。 

○環境課長（内田泰二）ＤＢＯ事業として実施

しておりますので、工事自体で申しますと、３年

間は２４億円程度の事業費となります。それと全

体事業費が２３年間の委託契約を含めまして

１０７億５,０００万円、これから２４億３,０００

万円を引いていただければ、その残りが委託契約

の金額となっております。 

○委員（井上勝博）今度の更新での１号炉と

２号炉も更新されるんですけれども、これは今ま

での性能と同じということなんですか。それとも

希望的には縮小するのか、それとも強化するのか、

そこはどうなんでしょうか。 

○環境課長（内田泰二）性能的には一緒でござ

います。 

 ただ、一部空冷で冷やしていた部分がございま

すけれども、炉の中を空気の冷却空気で冷やして

いたんですけれども、それを水冷式に改めるとい

うような点はございます。 

○委員（井上勝博）こういう焼却施設というの

は、大変なお金がかかるわけで、ごみの減量化と

いうことがすごく大事だと思うんですね。 

 それで、最近の傾向として、最近読んだ書籍か

らですけれども、文献からですけれども、一般の

家庭用ごみというのは分別なども進んで減少傾向

にあるんだけれども、事業系のごみはやはり減ら

ないという現状があって、この事業系ごみという

のは、比較的再生したりとか、いろいろ、例えば

紙がいっぱい出てくるとか、同じプラスティック

製品がいっぱい廃棄物として出てくるとか、そう

いうものになっているので、それはリサイクルし

やすいごみだから、事業系ごみをどう減らすかと

いうことを研究するという方向が出てきているみ

たいなんですけれども。 

 いわば産廃はあっちのエコパークへ持っていく

んですけれども、クリーンセンターでも事業系ご

みは扱っているんですよね。それはどのぐらいな

んでしょうか。 

○川内クリーンセンター所長（原 暢幸）事

業系ごみについてでございますけれども、これは

決算でも報告することになっておりますが、平成

２８年度実績で事業系の可燃ごみ、これが

６ ,０２１トン、それから事業系の不燃ごみ

２８６トン、それから事業系の資源ごみ、これが

１８１.７トンという実績が出てございます。 

○委員（井上勝博）これは割合としてはどのぐ

らいかわかりますか、大体、全体の中で占める割

合というのは。 

○川内クリーンセンター所長（原 暢幸）全

体でこの事業系可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ合

わせて、全体の２３.８％ぐらい。 
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○委員（井上勝博）資源ごみは資源で出してい

る ん で し ょ う け れ ど も 、 こ の 焼 却 ご み の

６,０２１トンとかなどは、やはり事業系ごみの場

合は比較的大量に同じ種類のものが出るという傾

向があるというふうに聞いているんですけれども、

その辺の実情はどうなんでしょうか。そういうこ

とはないですか。 

 家庭ごみはいろんなものが混じってくるわけで

すけれども、事業系ごみというのは、一つの材料

でいろいろやっているから、単純に大量に出して

いるものが多いと。だから比較的再生しやすいと

いうふうに聞いているんですけれども。その辺の

特徴的なことは何かないんでしょうか、感じてい

らっしゃらないでしょうか。 

○川内クリーンセンター所長（原 暢幸）事

業系の廃棄物、事業活動に伴って排出される廃棄

物、基本的には産業廃棄物になります。その中で、

種類がありまして、業種を指定して出されるもの

については、もう必ず産廃になります。紙類につ

きましては建設業であったり印刷、そういう会社

ですね、企業については産廃になりますので、そ

ういったところからは入ってきません。一般の事

務系のところからであれば、紙類が入ってきたり、

そういったものがありますけれども、薩摩川内市

としては、一般廃棄物処理計画をつくっておりま

す。 

 その中で、事業者は市の分別等に協力しないと

いけないということで、分別についても市民の

方々の分別と同様の分別をお願いしてございます。 

 ただ、やはり飲食店の方々が搬入される場合に

は食品残渣が同じ時期に入ってきたり、あるいは

そういう紙類でも薬剤塗布された感熱紙、感圧紙、

カーボン紙等を使ったものですね、そういったも

のが同じ時期に一気に入ってきたりとかするんで

すが、焼却に際しましては、ごみピット内でよく

撹拌しながら、焼却に支障がないように処理をし

てございます。 

○委員（井上勝博）事業系ごみについては、今

言ったように、全国的にもそれを少量化するとい

うか減らす方向で進めていこうという動きがある

ようですので、それは研究していただいて、やは

りできるだけ物を燃やさないという方向を探求し

ていただきたい。そうやってやっぱり経費なども

節約できるようにしていただきたいということを

お願いしたいと思います。 

○委員（瀬尾和敬）委員長、このクリーンセン

ターと汚泥再生処理センター、これはこの委員会

として調査をすべきではないかと思うのですが、

どうでしょうか。しかるべきときにですね。いか

がでしょうか。 

○委員長（福田俊一郎）また、委員の皆さんの

ちょっと御意見等も承りまして、この後、協議会

も開催しますので、そこでまた御意見を承りたい

と思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員から質疑はありませんか。 

○議員（川畑善照）先ほど汚泥再生処理セン

ターの持原委員の質問の中でちょっと関連するん

ですけど、これは結局ストックヤードの木製パレ

ットを焼いて、そして電源用のケーブルを焼失し

たと書いてあるんですけど、クリーンセンターに

は先ほどありましたように、空調設備があると。

ここの空調設備はないんですか。冷やすものとい

うこと。 

 それから、空気を通す、循環させる、空気を循

環させる、あるいは今度は工程の問題ですね。あ

そこに入れる前に、温度は何度までに下がってか

らストックヤードに入れるとか、そういう規律は

ないんですか。 

○環境課長（内田泰二）ベルトコンベヤーを出

てくるときは、先ほど３０度前後と言いましたけ

れども、そのフレコンバッグに入れた後に、水冷

の蛇腹のスパイラルというのですけど、ぐりぐり

って回って、中を水が循環をして冷やす装置が、

それをフレコンバッグの中に入れとって、いっぱ

いになったらそれを隣の部屋に移して、水道につ

ないで冷やすというような作業もするんですけれ

ども、それでも熱を持つことがあるらしいという

ことで聞いております。 

 それで、今回はそれだけでも熱を落とせないと

いうことで、計測値をつけたりスプリンクラーを

つけたりというような対策をとるということでご

ざいます。 

○議員（川畑善照）要望なんですけど、結局起

こってからスプリンクラーとかという、そういう

問題じゃなくて、起こさない作業工程、そしてス

トックヤードのあり方というのが一番問題だと思
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いますので、そういうところを十分、専門家でな

いとわかりません。 

○議員（落口久光）済みません、同じ質問にな

るんですけど、５月に２回ってなっていますよね。

今までなかったのかというのがすごく疑問なんで

すよ。普通に考えるのは、条件が変わった、中の

内容物が変わったとか、いろんなのがあるんです

けど、そういうアプローチがされていないような

気がするのと、鉄製の枠に入れてということらし

いですけど、それだと逆に蓄熱しそうな気がする

んですよ。 

 だから、言いたいことは、もうちょっと角度を

変えて見てもらうようにしたほうがいいなという

のと、もう後は温度だけでなくて、多分湿度管理

もしないといけなかったんじゃないかなという、

ちょっと素人考えで、ちょっと気がして。５月で

すから、かなり天気よくて湿度も下がっていたよ

うな気がするんですよ。 

 だから、そういうふうな見方を見ながらで、多

分入られているとは思うんですけど、消防とかの

アドバイスもいただきながら、対策のほうはもう

ちょっと打たれたほうがいいかと思いますので。

ちょっとお願いしたいなということで意見しまし

た。 

○環境課長（内田泰二）これまでは、火が出た

ことはないんですけれども、温度が上がったとい

うのは過去あったということは聞いております。 

 それと今回の場合は、先ほど説明しました造粒

機という粒々にする機械があるんですけれども、

それを交換した後に２回とも火災というか温度が

上がる現象が出ていますので、そこらあたりもあ

るのではないかということで、そこもまた原因は

究明していくということで聞いております。 

 それと湿度をお話しされましたが、やっぱり時

期的に湿度と、あと晴天が続く、気温が上昇する

ときに、こういう傾向も見られるというふうで聞

いております。 

 それで、他市の状況ですね、なかなか同じよう

なスタイルではないんですけれども、福島県にあ

る、やっぱり汚泥炭化をつくる製品のところも、

１回失火したようなふうで聞いております。 

 それとあと２回目の失火の後に、消防と警察が

来られまして、私どもと立ち会いして、原因の現

場検証をされたんですけれども、この中では、放

火とかたばこの不始末の可能性はないということ

と、あと蓄熱で温度が上って冷却が足りなかった

のではないかということですね。それとあと化学

反応でもなかったということの消防の見解はいた

だいております。 

 ここらあたりも含めまして、また、ＳＰＣのほ

うには原因究明をするようにお願いしたいと思い

ます。 

○委員長（福田俊一郎）鉄製の箱については、

温度が上がりそうだという。 

○環境課長（内田泰二）鉄製の箱は、相当ＳＰ

Ｃのほうもいろいろ研究されて、それに到達され

たというようなふうには思っているんですけれど

も、ちょっと温度がどの程度の変化をしているか

というのは、今調査中ですので、また、どこかの

時点で効果がどうだったというのはお知らせした

いと思います。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、環境課及び川内クリーンセンターの審

査を終わります。 

────────────── 

△市民課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次は、市民課の審査に

入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）付託された議案はあり

ませんので、所管事務調査を行います。 

 当局に説明を求めます。 

○市民課長（瀬戸口良一）委員会資料の５ペー

ジをごらんください。 

 マイナンバーカードの現時点の交付状況を説明

させていただきます。 

 まず、１番です。マイナンバーの通知カードを

返戻分の保管状況です。通知カードが書留送付さ

れまして郵便局の保存期間を経過したものが、宛

所に尋ねありませんということで市役所に返され

たもので、６月１日現在５０７通ございまして、

今後、未受領者に対しましては実態調査等で対応

していきたいというふうに考えております。 

 次に、２番、マイナンバーカードの交付状況で

す。中ほどのグラフは、住基カードが、左から平

成１７年から平成２７年まで推移いたしまして平

成２７年１２月２７日で終了しております、新た

な交付が。平成２８年１月からグラフ上部の黒い
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部分になります。マイナンバーカードの交付が始

まり現在に至っており、住基カードと合わせまし

て２万４,００３枚となっております。 

 下の表はマイナンバーカードの交付の推移で、

県と全国平均よりは若干多い状況になっておりま

す。 

 なお、カードの利活用については、庁内のマイ

ナンバー制度導入作業部会で検討中となっており

ます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）当局の説明がありまし

たけれども、委員会資料のほかも含めて質疑に入

ります。御質疑願います。 

○委員（新原春二）１点だけ説明をお願いしま

す。 

 申請枚数と交付枚数、未枚数という数で、全国

的にも全部変わっているんですが、当市では

２,０００枚ぐらいの差が生じているんですけれど

も、この説明をお願いします。 

○課長代理（坂元久徳）申請枚数ですが、これ

は薩摩川内市の新規の方がマイナンバーカードを

交付を申請されるときの地方公共団体情報システ

ム機構なんですが、そちらに申請をされた枚数が

５月３１日時点で１万１,６８２枚ということで、

右のほうの交付枚数というのは、申請を受けて、

その地方公共団体情報システム機構が市のほうに

カードをつくって送ってくるんですが、それを申

請をされた市民の方がとりに来られて、とられた

枚数が９,６２４枚ということになっております。 

○委員（新原春二）そうしましたら、あと

２,０５８枚という数は、申請をしたけれども受理

されなかったということで理解していいんですか。 

○市民課長（瀬戸口良一）申請から住民の人に

お渡しするまで大体最短で一月ぐらいかかってお

ります。ですから、通知しているんですけど、ま

だとりに来ていらっしゃらない方がいるというこ

とになります。 

○委員（持原秀行）マイナンバーカードの使用

する範囲ですね、利用できる範囲、ちょっと私も

不勉強で、今、住基カードを使って印鑑証明とか

１枚でとれますよね。マイナンバーカードで使え

る範囲というのは、どんな範囲なんですか。聞く

ところによれば、マイナンバーカードで印鑑証明

がとれないとかという、そういうのがありますか

ね。 

○市民課長（瀬戸口良一）原則、現段階では住

基カードとマイナンバーカード、コンビニで印鑑

証明、全く同じでとれます。 

 ただし、このマイナンバーカードの付加価値に

ついて、国が今、ロードマップというのができて

おりまして、マイナンバーカードの法的個人認証

サービス等の中に、一つは身分証明書としての利

用があります。その中に、今までもできていたん

ですけど、マイナンバーカード等へは今後旧姓併

記など券面記載事項の充実、これも今後総務省か

ら来るんですけど、旧姓を表示したりとか、あと

行政サービスにおける利用ということで、まずそ

の中にはコンビニ交付もあります。 

 そのほかにカードの多機能化ということで、こ

の前の質問でもちょっとあったんですけれど、マ

イキープラットフォームといいまして、全然違う

番号を付番して、図書館とか施設とか、そういう

ところで使うということが、今ちょっと始まろう

としています。 

 次に、民間サービスにおける利用になります。

これはもう公的個人認証という、全くマイナン

バーカードの番号とは違うんですけれど、その

サービスを使いまして、公的個人認証サービス等

の民間によりまして、インターネットバイキング

ですとか、いろんなものの活用が今国のほうに検

討されております。 

 それと、あともう一つが大きく言いますと、マ

イナポータルの利便性向上ということで、今度

７月から試験的に運用し出す、マイナポータルが

ですね。要するに個人のホームページというもの

が動き出します。 

 最後に３点目が、アクセス手段の多様化という

ことで、スマートフォンなんかによるマイナン

バーカードの機能と全く同じことができるものが

開発されて、セキュリティーも大丈夫ということ

を聞いております。 

 以上のように、総務省からのいろいろなロード

マップが出ておりまして、それに対しまして、順

次、市としてどのようなものを取り組んでいくか

という形になります。ですから、新たなものを取

り組みますと、住基カードではそれはできません

ので、新たなマイナンバーカードじゃないとでき

ないという形になります。 

○委員（瀬尾和敬）今の持原議員のと少し似て

いるんですが、例えば個人の証明をするときに、
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まず何を求められるかというと、運転免許証か、

それから保険証とかが主なんですよね。これマイ

ナンバーカードで、じゃいいですよというのは、

なかなかないんですよね。だからそういうところ

が、マイナンバーカードが普及しにくい一面があ

るんじゃないかと思うんですけど。それはどうな

んですかね。 

○市民課長（瀬戸口良一）マイナンバーカード

については、コンビニに行きますと、置きまして、

暗証番号を入力しますと、証明、本人ということ

で出てまいる仕組みになっております。 

 ですから、市役所の窓口では、やはり本人確認

ということで運転免許証を確認したりします。 

 それとあともう一つは、もう郵送請求なんかに

よりますと、住所地送付が原則ですので、免許証

のコピーと住所地送付で本人確認という形をとっ

ております。 

○市民福祉部長（上大迫 修）恐らく質問の趣

旨は、個人の確認をするのに、今は広く保険証で

あったり免許証であったりするんだけど、マイナ

ンバーカードを提示してくださいといった形で求

められる機会が少ない、要するに接する機会が少

ないんだけどということだと思いますが、恐らく

金融機関のほうなどについては、既にそういった

動きのほうもあるとは思いますけれども、まだ広

く今まで免許証だったものがマイナンバーに変わ

っているというような状態のほうというのはまだ

確信的に私どもも把握はしておりませんが、徐々

にそういった部分に切りかわっていくのだと思っ

ております。 

○委員（瀬尾和敬）今おっしゃるとおりで、ま

だマイナンバーカードがしっかりとした市民権を

得切っていないという、そういうもどかしさとい

うのがあるんですよね。それを言いたかったんで

す。そういうことでした。どうもありがとうござ

いました。 

○委員（新原春二）今からいろんなものがマイ

ナンバーカードに付加されて、そういうプログラ

ムがどんどん出てくると思うんですが、そういっ

たときには銀行のカードなんかも含めて、個人的

な情報を全部入れていくという話もちょっと聞い

ているんですが。 

 それじゃプログラムができた段階で、薩摩川内

市がどういうものにマイナンバーカードを付加し

ていくかということになった場合に、市民として、

それを拒否できるのか、あるいはすっと登録制な

のか。こういうプログラムができましたよ、マイ

ナンバーカードに入れませんかということで、市

民に一般に公募して、それをイエスが出たときに

入れていくのか。そこ辺のいろんなプログラムに

対する市民のアタックというのか、そういうもの

はどんなふうになりますか。 

○市民課長（瀬戸口良一）いろんなサービスは、

やはり金融機関ですとか、やはり各自治体とか、

いろんなサービスがあるんですけれど、それをす

るしないというのは、公的個人認証と、マイナン

バー部分とチップの中には公的個人認証というも

のがあります。ですから、その公的個人認証の部

分を使って、いろんなサービスを開始するという

ことです。 

 ですから、市が開始したらマイナンバーカード

を持っている方は利用することはできるというふ

うに考えております。 

 ただ、金融機関なんかについては、まだ平成

３０年以降出ていますが、詳しい情報が出ており

ませんので、そういうもの、結構な項目、国から

示されていまして、順次そのようなことはまた委

員会等で周知、伝えていきたいというふうに思い

ます。 

○委員（井上勝博）先ほども上げたマイナン

バーカードでの活用という点で、図書館とか施設

の関係をおっしゃったんですが、ちょっとよく意

味がわからなかったんで、もう少し解説いただけ

ますか。 

○市民課長（瀬戸口良一）これはマイキープラ

ットフォームといいまして、今、国が実験を開始

しようとしているものです。ですから、チップの

あき領域を使って、これはもう絶対マイナンバー

カードとかそういうのものは使えません。チップ

を使いまして、マイキープラットといって、薩摩

川内市立図書館の番号をそこに新たにマイキーと

いうので付番しまして、それを利用して図書館を

利用すると。これを使うことによりまして、全国

の図書館がそのサービスを始めるといろんな図書

館、県立図書館ですとか、いろんな始めますと、

１枚のカードでいろんなところの本を借りられる

という形になります。これは施設についてもいい

ですし、施設予約なんかでも使われますし、ポイ

ント制ですね、今、ポイントがあるんですけど、

それにでも使おうという、今、検証は始まってお
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ります。 

 そのような中は、先ほど言いました作業部会の

ほうで今後検討していって、市の対応を進めてい

くというふうに考えております。 

○委員（井上勝博）例えば、私なんか、アマゾ

ンで中古の本を買うと安いんですよね。それでア

マゾンで注文すると、あなたが興味のありそうな

本というのを紹介してくれるんですよ。これは便

利なんだけれども、私の傾向というのをアマゾン

は知ってしまっているわけですよね。どういう本

をこの人は読むんだということをわかってしまう

わけですよ。 

 これは本当に便利な反面怖い話で、個人情報が

もうどんどん流れていくということになるわけで、

図書館でのこの利用という点で、マイナンバーで

一人一人に番号がつけられて、この人はどういう

嗜好を持っている人なのかということが一元管理

されるという、そういう危険性はないんですか。 

○市民課長（瀬戸口良一）マイナンバーのカー

ド自体はマイナンバーは使いません、図書館の場

合はですね。ですから、その中にいろんな情報と

いうのは絶対入りません。 

 ですから、あと、アマゾンとかそういうものは、

アマゾンのシステムとか、例えば薩摩川内市の図

書館がそのような、借りられた人がどういう本を

借りているというのは、それぞれの個々のシステ

ムの課題となります。ですから、各課といいます

か、図書館ですとかいろんな施設の問題になると

思います。 

 ですから、そのカードの中には何もそういう情

報は保存してございません。ましてや、図書シス

テムのほうでマイナンバーが記録されるとか、そ

ういうことはございません。全く別の番号を使い

ます。 

○委員長（福田俊一郎）委員外議員による質疑

等は。 

○議員（川畑善照）マイナンバーカードをつく

った方が役所の窓口で印鑑証明をとろうとしたと

き、印鑑登録証を持ってきなさいと言われたと。

ですから、役所にあった、あの機械設備ですね、

末端の。あれが東口にあったのを廃止されました

よね。やはり役所に来たら、別にまた印鑑登録証

をとりに帰らんないかんかったと、こういう方が

いらっしゃったものだから、それだったら、やっ

ぱり市民課の窓口に機器を備えるべきだと思うん

ですが、そこはどう考えていらっしゃいますか。 

○市民課長（瀬戸口良一）住基カードと違いま

してマイナンバーカードになると、これはもう国

からの指導で、必ず窓口では印鑑証明、印鑑登録

証で交付することとなって、マイナンバーカード

では、コンビニなんかでとれる形だったんですけ

ど、今現在、その簡易証明サービスというシステ

ムは無償でＪ－ＬＩＳから出ることが、この前通

知が来まして、その機械を今窓口に置きまして、

それでだったらマイナンバーカードでとれますの

で、導入を今検討しているところです。 

○議員（川畑善照）市民の要望ですので、お願

いしたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎） 

 質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、市民課の審査を終わります。 

────────────── 

△市民健康課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次は、市民健康課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第９３号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）まず、議案第９３号平

成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題と

いたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○市民健康課長（檜垣淳子）市民健康課に係る

補正予算の歳出予算について御説明申し上げます。 

 平成２９年度第１回補正予算に関する説明書の

１８ページをお開きください。 

 まず、議案第９３号、一般会計分から、御説明

いたします。 

 ４款１項１目保健衛生総務費、事項、地域医療

対策費２,１１６万２,０００円の増額は、東京大

学との共同研究に伴う甑島健康プロジェクトにつ

いて、国の過疎地域等自立活性化推進交付金の内

示を受けたことに伴う地域運営組織への補助金の

計上、及び県の特定離島ふるさとおこし推進事業

採択に伴い、上甑診療所及び鹿島診療所の医療機

器整備に係る市の負担分を一般会計から国民健康

保険直営診療施設勘定特別会計に繰り出すもので

あります。 

 次に、歳入予算について御説明いたしますので、

同じく９ページをお開きください。 
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 １５款２項３目衛生費補助金、過疎地域等自立

活性化推進交付金は、１,９６６万８,０００円の

増額で、国の推進交付金の内示に伴い、国庫補助

金を増額補正するものであります。 

 ここで、関連がありますので、市民福祉委員会

資料の６ページをお開きください。 

 甑島健康プロジェクトに係る国庫補助金・推進

委員会の概要について御説明申し上げます。 

 甑島健康プロジェクトは、３月にも御報告いた

しましたが、東京大学医科学研究所との共同研究

で、特定健診、長寿健診に７項目の検査項目を追

加した甑診とその後に実施する健康体操を行うも

ので、この事業を実施することにより、骨折等を

予防し、島外搬送等を減少させるためのプロジェ

クトになります。 

 甑島健康プロジェクトに係る国庫補助金は、総

務省の過疎地域等自立活性化推進交付金で、地域

資源を活用した過疎地域の自立活性化の推進４事

業のうち過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援

事業で、基幹集落を中心として、複数の集落の構

成される集落ネットワーク圏における取り組みを

支援するものであります。 

 集落ネットワーク圏における地域全体の活動は、

地域運営組織（仮称）甑島健康プロジェクト推進

委員会を中心として、総合的に進めていこうとす

るものであります。 

 交付金の上限額は２,０００万円で、今回は、

１,９６６万８,０００円を活用するものです。 

 申請は市が行い、推進委員会に補助金として交

付いたします。 

 次に、地域運営組織について御説明申し上げま

す。 

 名称は、（仮称）甑島健康プロジェクト推進委

員会です。 

 目的は、集落ネットワーク圏形成支援事業にお

いて、地域住民がみずから考え、みずから集落づ

くりに取り組むことを求められており、具体的に

は、甑島健康プロジェクトの実施に取り組むこと

になります。 

 目標としましては、日常生活動作の維持、健康

寿命の延伸を目指すための検診の受診率向上、体

操への参加率向上などに取り組み、島外救急搬送

の減少、医療費の削減を実現しようとするもので

す。 

 組織としましては、里地区、上甑地区、鹿島地

区、下甑地区の４地区の地区コミ会長及び健康福

祉部会長、ただし下甑地区は４地区コミあります

ので、代表として青瀬地区コミになります。 

 そのほかに４地区の介護予防リーダーの代表の

方にお願いしようとするものです。 

 推進委員会の会長は、里地区コミ会長で、事務

局は里地区コミになります。 

 ７月以降、おおむね２カ月に１回、委員会を開

催しようとするものです。 

 次に、７ページをお開きください。 

 資料の上部の右側の事業実施体制は甑島健康プ

ロジェクト推進委員会が運営主体となって、支援

に東京大学医科学研究所、相良病院など、あと市

の関係機関が入ります。 

 下の段の、集落ネットワーク圏の取り組む内容

はネットワーク圏計画策定、オリジナル健診、運

動プログラムを実施するための計画策定、組織体

制確立では、計画を実施するための準備、推進を

行います。活性化プラン策定では、甑島健康プロ

ジェクト推進委員会の取り組みをさらに推進する

ための活性化プランを策定します。 

 その他としまして、事業基本計画の策定、オリ

ジナル運動プログラムの開発、健康プロジェクト

推進拠点の整備などを実施していくものです。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま、当局の説明

がありましたが、これより質疑に入ります。御質

疑願います。 

○委員（新原春二）国のいい事業を取り入れて

いただきまして、本当にありがたいことでありま

す。ぜひ進めていただいて、甑島の活性化も含め

てやっていただきたいんですが、２,０００万円の

上限で、１,９６６万８,０００円の予算がついて、

その執行をしていかれるわけですけれども、この

事業の年度ですね、１年でやっていくのか、３年

でやっていくのか、期間がどの程度なのか。 

 それで、２,０００万円相当のお金を使うという

のは、相当な事業をしないとなかなか難しいと思

うんですけれども、ここには東京大学であります

とか、相良病院、そういう方々の支援を受けなが

ら事業をされているわけですけれども、そういう

ところの出張旅費等も含めたこういう予算なのか、

島自体のいろいろな事業に対するだけの事業なの

か、そこらへんはどうなんですか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）国庫の補助金の分
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は１年分、１年度という形で、平成２９年度執行

する予定にしております。 

 その中身としましては、東京大学、あるいは相

良病院等の旅費等も含めて、全体でという形にな

ります。あと運動プログラムの開発とか、そうい

う事業を進めていくときに使用する金額になりま

す。 

○委員（新原春二）具体的な事業の中身はなか

なかわからないわけですけれど、ここに出てきて

いる体操教室、ここに出てきているわけですね、

体操教室に参加される島民の皆さんに対する手当

てなんかというのを決めて、事業化になっている

のか、そこら辺はどうでしょうか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）参加される方は無

料で参加するという形になりますので、その手当

てとかは支払いはいたしませんけれども、リー

ダーになる方に、少し旅費等の出向はする予定に

しております。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はつきたと認めま

す。 

 委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△議案第９６号 平成２９年度薩摩川内市

国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第９６号平

成２９年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設

勘定特別会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○市民健康課長（檜垣淳子）続きまして、議案

第９６号特別会計に係る補正予算について御説明

いたしますので、予算に関する説明書の６０ペー

ジとともに、平成２９年度第１回補正予算概要の

１０ページをお開きください。 

 ２款１項１目医療用機械器具費は３８４万

５,０００円の増額で、特定離島ふるさとおこし推

進事業採択に伴う、上甑診療所のラップトップ型

血液分析装置及び鹿島診療所の自動分割分包器の

機器更新に伴う増額補正であります。 

 続きまして歳入について御説明いたしますので、 

予算に関する説明書の５８ページをお開きくださ

い。４款１項１目施設整備費補助金、特定離島ふ

るさとおこし推進事業補助金３０７万５,０００円

の増額は県の事業採択に伴い、県補助金を増額補

正するものであります。 

 次に、５９ページをごらんください。同じく

１目一般会計繰入金７７万円の増額は、一般会計

からの繰入金を増額補正するものであります。 

 以上で、特別会計の説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から説明がありますか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）特にありません。 

○委員長（福田俊一郎）これより、所管事務全

般について質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（井上勝博）選定療養費について、本会

議でも取り上げましたけれども、一定の歩み寄り

というのかな、電話をすれば、電話をして、輪番

制の病院に電話するか、緊急電話をして、そして

症状を訴えて、病院に来てみてくださいという場

合は、緊急を要するというふうな判断をして、選

定療養費はそのときは負担をしなくていいという

ふうな答弁だったと思うんですが、それは確認し

てよろしいですか。 
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○市民福祉部長（上大迫 修）なかなかうまく

伝えることが難しい部分もあるんですけど、８の

医療機関のほうが選定療養費を導入いたしますの

で、そこが当番であるとすると、その先生が実際、

窓口に行ったときに緊急であるかどうかという判

断を最終的にされる方でありますので、そういっ

たところに事前に電話を照会して、症状等からし

て今すぐ来てくださいというようなケースの場合

は選定療養費の対象外、緊急を要するというよう

な判断の中で通常の医療行為の中で処理されると

いうふうに考えております。 

 ただし、いろんなケースも考えられると思って

おりまして、一つにはとりあえず来てくださいと

いうようなことも、多分あるのかなと現実的には

思います。そこについては、パニックになってお

られたり、いろいろ心配される中で症状のほうを、

簡単に言えば、大きく言ったりとかいろいろあり

ますので、そこら辺の部分というのは厳密にとり

あえず来なさいと言った部分が緊急になるのかと

いうと、ちょっと難しい部分はありますけど、き

ちっと先生のほうが状況を聞き取って、今すぐ走

ってきなさいとかいった部分についてはなるもの

というふうに回答させていただいたところであり

ます。 

 緊急電話の場合に、電話を受ける方が医師であ

る場合もあれば、その他関係者の場合等もありま

すので、症状等を見て、緊急で走っていったほう

がよくないですかというふうに相談に出られた方

が申告されている患者さんにアドバイスをすると

いう立場の緊急電話となっておりますので、そこ

ら辺については実地を動かしていく中できちっと

整理していかないといけないのかなというふうに

思っておりますし、私どものほうも医師会に対し

まして、そういう問い合わせがあったときに、症

状等の部分から走ってきなさいと言われたような

ときにはどうなるのかということを改めて確認を

していきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○委員（井上勝博）ちょっと詰めていかないと、

本当にグレーゾーンというのが怖いところで、症

状を訴えても、来てもいいけど、来なくてもいい

よみたいなそんな対応をされた場合に、しかしそ

の後、重篤になるというようなことになった場合

に、訴訟に発展する可能性もあるわけであって、

そこが非常に心配なところなんですよね。 

 だから、よく私、申し入れにいったときに、具

体的なケースを言われるんですよ。例えば、虫に

刺されたくらいで来る人がいるんですとか、それ

から昼間働いているから夜来るという人もいるん

ですとか、酔っぱらってくる人もいるんですとか、

そういう具体的なケースを言われるわけですね。

しかし、そんなに多くはないと思うんですよ。だ

から私はそういうふうに言われるわけだから、そ

ういうケースの場合については選定療養費をとり

ますよとか、あるいはあした来てくださいという

ふうにしますとか、そんなふうに限定したらどう

かなと。あきらかにコンビニ受診ということを言

うのであればですよ。私はコンビニ受診というの

はなかなか難しい概念と、はっきりとした概念で

できるのかなというふうに思うんですよ。だから

コンビニ受診という言葉も知らない方もたくさん

いらっしゃるし、鹿児島の市議会議員にも何、そ

の言葉って言われて、本当にコンビニ受診という

のは薩摩川内市しか使っていないのかなとか思っ

たりして、テレビでも時々出るみたいですけれど

も、やっぱり概念が、科学的な概念じゃないから、

そこがトラブルのもとというふうに私は思うんで

す。 

 ですので、選定療養費という形でお金をとると

いう形になると、どうしてもお金の心配がある。

電話で相談しても、本人がぼうっとしている場合

もあるわけですよね。ぼうっとして電話している

場合もある。そのときに来ていただいてもいいけ

れども、来ていただいたら選定療養費を御準備く

ださいねというような話になるかもしれませんよ

ね。だから、そういうケースなんかも考えると、

実際の運用というのは本当に人の命を左右する問

題になってくると思うんですよね。 

 だから、お金という形ではなくて、先ほど言っ

たように、具体的なこういうケースの場合はお断

りいたしますとか、その場合は選定療養費をとり

ますとか、具体的に誰もがそりゃもうちょっと問

題だよなというようなケースを出して、そしてコ

ンビニ受診を抑えると。医者の負担も軽くすると、

そういうやり方をちょっと１０月１日までまだ期

間もありますので、検討していただいて、詰めて

いただきたいというふうに思うんですが、それは

どうなんでしょうか。 

○市民福祉部長（上大迫 修）今、委員のほう

がいろいろ御発言になりましたけど、基本的に選
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定療養費の考え方というのを説明させていただき

ますと、基本的には緊急であるかどうかといった

部分は最終的にお医者さんが決められる形になる

わけですけれども、患者の方からしますと、時間

外において私は緊急に診てもらいたいんですとい

うような申告があって、そうであるならば通常の

診療時間を超えていますので、そういった状況で

すから、お金の費用を負担することを、簡単に言

えば、みずから申告して医療を受けられるという

のが、この選定療養費の基本的な設計でございま

す。 

 運用するときには、ほかの医療機関のホーム

ページ等もごらんいただきますと、今回お示しし

ましたとおり、こういう場合は外しますよという

ような、例示列挙的な形でその基準を示して、ほ

とんどの方は対象になりますよというようなお知

らせの仕方になっています。なおかつ、医療機関

は厚生労働省のほうに届け出をして、承認がおり

たら作業をするわけですけど、基本的には初診の

負担金、大規模な病院のほうで何も紹介書も持た

ずに行ったときにはお金をとりますよ、負担いた

だきますよというのを、多分カウンターとか、医

療機関の窓口に添付してありますけど、同じよう

にそういったものを張って、事前にお知らせをし

てというような形になっておりますので、今、委

員、言われましたように、命を左右するといった

部分というのは捉え方次第だとは思いますけど、

基本的には事前にそういう運用をしますというこ

とをして、受診行動を変えていただく。要するに

コンビニ受診にならないように、２３時までにか

かりつけ医や救急当番のところで受けていただく

というような形のほうにしていくものであります

ので、やり方、進め方については私どものほうも

議会等で意見があったということもお伝えはいた

しますけれども、基本的には医師会のほうで定め

られた適用除外項目と金額と運用の仕方について

は、現状、他の地域でもされていますので、問題

があるとは考えておりません。きちっと議論はし

ていきますけれども、このまま多分、制度として

は運用されて差し支えないというふうに考えてお

ります。 

○委員（新原春二）選定療養費の関係について

は、もっと大きな見地からひもといていかないと

まずいと思うんですよ。はっきり言って、医師会

としてはやめてもいいんですよ。はっきり言って、

もう輪番制の医療体制ですから、特に鹿児島市は

もう病院がいっぱいあって、そういう体制はでき

ていますけれども、鹿児島市以外の市町村という

のは、こういう輪番制にしていないんですよ。し

ていないから、川内市医師会として守っていきた

い、市民のためにどうにかしてやりたいというこ

とで、こういう発想が出てきたわけで、これがパ

ンクすれば、薩摩川内市の輪番制の医療体制とい

うのはなくなるわけですよね。誰が一番困るかと

いったら、市民が一番困るわけですよ。そういっ

た意味では、医師会が最終的な苦しい決断をされ

たんだろうと思うんです。 

 そこら辺は市民にきちんと知らしめないといけ

ないと思うし、こういうお金をとるよということ

だけが先走ってはいけないと思うんです。大きな、

そうした輪番制を守っていくための一つの最終段

階の手段ですよということを、市民にきちんとお

知らせしていかないといけないので、医師会もな

かなかそこまで言えないと思うんです。だから、

行政でそういうようなものをきちんと市民に知ら

しめていかないし、薩摩川内市はこうしたものを

持っているということは、非常に大きな財産だと

思うんです。そういうようなものに今、出水から

だとか、宮之城からだとか、串木野からも川内市

医師会の体制に来てもらえるんです。 

 それはみんな、こういう輪番制の医療体制とい

うのをきちっと確立していくための最終的な手段

だということを行政が大きく市民にアピールして

いただかいないと、医師会の輪番制の体制を維持

していこうという一つの大きな市民に対するサー

ビスが台なしになっていくと思うんです。だから、

そこら辺は最終的な段階だよということを市民の

ほうにぜひお知らせしていただきたいと要望して

おきます。 

○委員長（福田俊一郎）要望、意見であります。 

○委員（井上勝博）私は方法のことを言ってい

るんです。確かに輪番制を維持するのに、いろい

ろと苦労されていると。昔は２０あったのが今は

８しかないということで、お医者さんも軽い症状

の方についてはできるだけ日中のうちに来てほし

いという、そういう思いがあるということで、そ

れは理解しているんです。 

 しかし、選定療養費というお金をとるというや

り方をすると、本当に当面、お金がないという人

たちには一体どうするのかというのをみんな心配
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されているわけで、その心配がないというふうに

おっしゃって、いろいろ具体的なところは詰めて

いただくということで、お話をされていらっしゃ

るので、それをいろんなケースの場合を考えてい

ただいて、命にかかわらないように、命にかかわ

るような問題にならないようにしていただきたい

ということを私はお願いしているわけであって、

やり方の問題を言っているわけで、輪番制という

のはすばらしいやり方をしているので、ほかの市

町村に聞いたら、確かに深夜にぐあいが悪くなっ

たらかかりつけ医のところに行って、どんどんと

お医者さん、起きてくださいというようなことを

やっているところもまだあるらしいですよね。だ

から、そういう点では輪番制というのは命を守る

ために、非常に大事な役割を果たしてきていると

いうことは評価しつつ、同時にこういう選定療養

費の問題が、お金のない人の抑制にならないよう

にということを訴えているわけで、ぜひ御理解い

ただきたいと思います。 

○市民福祉部長（上大迫 修）詰めていくとい

うふうに先ほど、申しましたけれども、基本的に

はやる方向、最終的な方法、苦悩して生み出して

確認した方法ですので、そうなっていくと思いま

すけど、実際的にやるに際して、議場の中でも申

し上げましたとおり、事前に救急ダイヤルであり

ますとか、日ごろの受診行動を変えていただくと

いった部分をやることで、命にかかわる部分の回

避でありますとか、費用負担に対して御懸念の部

分をちゅうちょなく対応できるようにしていくと

いう形でおりますので、そういった環境を整えて

いくということを医師会のほうとも話をし、先ほ

ど新原委員、御発言がありましたけれども、市と

して言ってお知らせしないといけないところには

注力してやっていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

○委員（持原秀行）ちょっと教えてください。

甑のほうで医療従事者用の住宅とか、医師用の住

宅とか、上甑、下甑、それぞれ何戸数あるのか教

えてください。 

○市民健康課長（檜垣淳子）医師住宅が里が

３棟あります。上甑も３棟、あと上甑には医療従

事者住宅が１棟、四人住めるような医療従事者住

宅があります。鹿島にも医師住宅と歯科医師住宅、

あと下甑の手打診療所にも医師住宅と医療従事者

住宅があります。それと長浜診療所も医師住宅、

下甑歯科診療所も歯科医師住宅があります。１棟

ずつですね。 

○委員（持原秀行）そうしたら、医療事業者用

の住宅と医師の住宅と入居はきちっと分けられて

おりますか。 

○市民福祉部長（上大迫 修）基本的には分け

ているというふうに考えておりますが、一部、上

甑地域のほうで医師住宅が十分手入れがされてい

ない部分もありまして、医療従事者用の住宅に医

師が１世帯、一人入っておられる状況がございま

す。一部、医療従事者住宅に医師が入っていると

いった形の状況が発生しております。 

○委員（持原秀行）そのことなんですよ。なぜ、

その医師が医師住宅に入らなくて、医療者用のと

ころに入っているか、そこの原因を取り除いてい

かないと、当然、医療者を募集されても入るとこ

ろがないですよね。そういうことからすれば、そ

の医師が入る住宅の部分で不都合があるのであれ

ば、きちっとリフォームすべきですよ。聞くとこ

ろによれば、シロアリが出たりとか何とかという

のも聞くんですが、医師はきちっとそういうとこ

ろにやらないと、医療用のところに医師が入って

おる、コミュニケーションとかとりづらいとか、

そういうのも出てくるじゃないですか。なぜ放置

しているんですか。教えてください。 

○市民福祉部長（上大迫 修）今、上甑の関係

を言われましたけれども、経緯的なものに若干触

れさせていただきますと、医療従事者用の住宅が

ありまして、４世帯入れるようになっているんで

すけれども、３世帯が入っている状態の中に、新

しく歯科の医師のほうを上甑に配置しました。そ

の際に医師住宅はあったんですけれども、環境的

なことを考えて、医療従事者住宅のほうが比較的

新しい施設だったものですから、そちらのほうに

入居させているところであります。 

 今、現在、あいているのが医師住宅が隣に１戸

あいているわけですけど、今、持原委員が言われ

ましたとおり、改修はしてあったんですけれども、

シロアリが入ったりしておりますので、今後、私

どもとして、医師住宅と医療従事者住宅を分けて

管理している中に、医師が医療従事者住宅に入っ

ているということについては、やはり全体として

の整理もついていきませんので、きちっと医師住

宅のほうを手をかける部分にはかけて、お移りい

ただくような協議をちょっとしていきたいなと。 
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 そして、医療従事者のほうも看護師等の確保を

含めて、かなり難しい環境がございまして、看護

師等が入ります住宅のほうがどのように手当てさ

れているのかというのも、やはり雇用に際しての

一つの環境整備ということで問われる部分等もあ

りますから、そこら辺等もきちっとみんなのほう

で議論しまして、医師に移っていただくなりの方

法を検討させていただきたい、進めさせていただ

きたいというふうに考えております。 

○委員（持原秀行）きちっと分けないと不都合

は出るんですね。ですので、医師住宅の環境が悪

かったというのがちゃんと把握できているんであ

れば、きちっとすべきですよ。医療従事者が不足

している中で、受け入れ側の役所が入るところを

しっかりとしていない、それで募集をかけても来

ますか。そういう意味では、上甑、下甑、きちっ

と住宅対策とか、それをちゃんと受け側としては

しっかりとやっておくべきだと思います。そうし

た上でないと、安心して赴任してこられません。 

 だからそういうところをしっかりとやっていた

だきたいと思いますし、一般質問で言いましたけ

れども、地域診療所の管理運営のあり方について

は研究します、３年前からずっとこの部局経営方

針にあります。研究したばっかりじゃ先へ進まな

いと。やはり迷惑をかけるのは市民ですよ。だか

ら、本当にそこに住んでいる人たちの気持ちに寄

り添って、こういうのはやっていただきたい。や

っぱり時間をおかない。早くやる。金がないとい

うことで済まされる問題でもないなと私は考えて

いるんですが、やっぱり離島医療に寄り添った形

の中で、しっかりと取り組んでいただきますよう、

お願いをしておきます。 

○委員長（福田俊一郎）持原委員のほうからあ

りましたけれども、リフォーム計画等を説明する

ことが今、できるんですか。先ほど、部長のほう

でシロアリ等が入っているので、リフォームを含

めて検討していますということですけれども、い

つごろまでをめどにというようなことで、持原委

員のほうから実効性の話をされたところですので、

その辺のことは。 

○市民福祉部長（上大迫 修）現実、御指摘の

ありました、その場所の施設については、近く看

護師等の採用的なものも目先に見えておりますの

で、そうしますと、実際に現場を見ていただいて、

こういう勤務地、環境でいいのかというようなこ

とを考えますと、その採用が見えてくる時期まで

には、どこに看護師として入居するということも

見きわめ、その中でどんなところまでの整理はで

きるのかというのを同時並行でちょっと進めてい

かないといけないと思っておりますので、めどと

しますと、秋口までぐらいまでには、その整理が

できないといけないかなというふうに考えている

ところでございます。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員による質疑、意見はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、市民健康課の審査を終わります。 

────────────── 

△保険年金課の審査 

○委員長（福田俊一郎）保険年金課の審査に入

ります。 

────────────── 

△議案第９５号 平成２９年度薩摩川内市

国民健康保険事業特別会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）まず、議案第９５号平

成２９年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計

補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）議案第９５号平成

２９年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補

正予算の保険年金課分について御説明申し上げま

す。資料は４４ページからになります。 

 まず、歳出について説明いたしますので、

４９ページをお開きください。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金については、前

期高齢者納付金や後期高齢者納付金の負担が特に

重い保険者（被用者保険者など）の負担軽減の対

象を拡大し、拡大分に該当する保険者分の負担軽

減の費用は、保険者の支え合いと国費で折半する

ことになったための本市国保分の負担増分を増額

するものでございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 ４８ページをお願いします。 

 ９款１項１目繰入金につきましては、先ほど説

明しました前期高齢者納付金については、本来、

国県調整交付金の対象となるものですが、国県か

らの交付確定が未確定であるために、一旦繰入金

を充て、確定後に再度財源補正を行うものでござ
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います。 

 以上で、特別会計補正予算に係る説明を終わり

ます。 

○委員長（福田俊一郎）当局の説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員からありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 補足説明をお願いいたします。 

○保険年金課長（西田光寛）所管事務につきま

しては、定例で報告させていただいております国

保と後期高齢者医療保険の短期証と資格者証の交

付状況を報告させていただきます。資料は、委員

会資料８ページになります。 

 状況としましては、国保は昨年同時期と比べま

して、若干少なく、後期が数名ふえているようで

ございます。 

 続きまして、国保新制度準備に係る主なスケジ

ュールについて御説明いたします。 

 資料９ページが国県市の本年度中のスケジュー

ル、１０ページが市の作業スケジュールを抜粋し

たものでございます。スケジュール内容につきま

しては、委員会ごとに御報告しておりますが、内

容としましては、前回までにお示ししました内容

と変更はございません。 

 ９ページのほうをごらんください。 

 現在、市と市町村で各種事項について協議を重

ねており、市町村からの最終的な意見聴取及び県

の国保運営協議会での審議を経て、本年１１月を

めどに県の国保運営方針が定められることとなっ

ております。なお、平成３０年度の市町村ごとの

納付金及び標準保険料率については、同方針に定

める算定方法に基づき、本年１２月下旬に国から

示される係数を用いて算定を行う必要があること

から来年１月に示される予定となっております。

その後、本市の保険料及び来年度予算を検討する

こととなっております。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員からありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、保険年金課の審査を終わります。 

────────────── 

△障害・社会福祉課の審査 

○委員長（福田俊一郎）障害・社会福祉課の審

査に入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）付託された議案はあり

ませんので、所管事務調査を行います。 

 当局に説明を求めます。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）それでは、

所管事務調査について説明をいたしますので、市

民福祉委員会資料の１１ページをお開きください。 

 落口議員の一般質問に対する部長の答弁にもあ

りました避難行動要支援者避難支援等制度につい

て、大雨や台風が今後心配されることもありまし

て準備しておりました資料で説明をさせていただ

きます。部長が答弁した内容と一部重複する部分

もありますけれども、よろしくお願いをいたしま

す。 

 まず１の概要ですけれども、高齢者や障害のあ

る方が住みなれた地域の中で、安全で安心して暮

らしていただくため、災害に関する情報の提供や

避難行動などの支援体制を築き、地域の助け合い

によって風水害等災害時の人的災害を少しでも減

らそうとする仕組みでございます。 

 市内にいらっしゃる要配慮者というのは、高齢
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者や障害者、乳幼児、その他特に配慮を要する

方々のことを言いますが、その要配慮者の中でも

避難時に特に支援が必要と思われる方、こういっ

た方々を避難行動要支援者という表現をしており

ます。みずから避難することが困難で、円滑かつ

迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する

方々を対象に個人情報等の提供の同意を得た上で、

登録の申し出をしていただき、あわせて個別支援

計画、避難時の支援者、予定避難先、避難時の必

須携行品、避難誘導等の留意事項などを登録して

いただく内容でございますが、そちらのほうを作

成し、避難支援等関係者、行政、それから民生委

員、自治会長等で情報を共有し、災害時のみなら

ず、日ごろの見守り、助け合いにも活用するもの

でございます。 

 登録については、次ページの１２ページをごら

んください。 

 こちらのほうが申出書兼台帳になりまして、上

段の「私は」というところからありますが、個人

情報の提供への同意をしていただくものでござい

まして、四角囲みの部分の米印で表示してある部

分のところは、必須事項として記入をお願いして

いるものでございます。そのほか、医療保険、災

害時に必要な支援、かかりつけの医療機関等につ

いては、任意項目となっております。 

 それから右のページの１３ページの個別支援計

画につきましては、避難時に支援をしていただけ

る方などの情報、それから予定避難先、避難時の

必須携行品、避難先での留意事項などを民生委員

などに協力を得ながら作成をしているものでござ

います。 

 また１１ページのほうにお返りください。 

 ２の要支援者支援システムについてでございま

すが、１２ページ、１３ページの申し出等で提出

された内容については、システムに入力をされ、

本市の地図情報システムＧＩＳとリンクをしてお

りまして、要支援者は地図上に丸で表示され、あ

わせて登録内容等が参照できる仕組みとなってお

ります。 

 また、抽出条件を設定することで、該当する支

援者のみを抽出することもできるようになってお

ります。 

 システムへのアクセスにつきましては、パス

ワードで管理をされておりまして、防災業務に従

事する職員は全てアクセスできるようになってお

ります。平成２４年度に導入し、災害対策基本法

の改正に基づき、平成２７年度に一部改修をして

いるものでございます。登録申し出をされた方の

情報等につきましては、関係する分を民生委員に

は毎月の定例会で障害・社会福祉課のほうから、

それから自治会長へは地域防災会議のときに、詰

所長が出力し、紙情報として提供しているところ

でございます。 

 台帳内容の変更があった場合につきましては、

民生委員、自治会長等から随時連絡票をいただい

てデータを修正、更新することとしております。 

 また申し出をされていない避難行動要支援者の

方々の名簿情報は、関係課からデータ提供された

ものをシステムで把握しておりまして、命にかか

わる被害等が予想される場合は、同意があるなし

にかかわらず、安否確認等に活用することとして

おります。この名簿の作成につきましては、平成

２６年度４月から施行されました改正災害対策基

本法により市町村に作成が義務づけられたもので、

市内の要配慮者数等の状況については、３の表の

とおりであり、要配慮者の数が１万４３３人、制

度への登録者が２,９６１人、そのうち避難時の支

援者が選定されている方が１,９９５人という状況

となっております。 

 最後に、この制度の課題として考えていること

が３点ほどございまして、一つ目が名簿データに

ついて定期的に更新し、新しいデータで管理しな

ければならないと考えておりますので、関係課の

所管するデータを定期的にいただき、更新してま

いりたいと考えております。 

 二つ目が要配慮者に対する登録申出者の割合が

約３０％でありまして、また避難時の要支援者ま

で選定してある方の割合が６７％という状況にと

どまっておりますので、今後未登録者へは、７月

以降郵送で市から直接制度の周知及び登録の依頼

をする予定としております。 

 三つ目としまして、要支援者から提供されまし

た情報等についても、随時更新していく必要があ

りますので、民生委員、自治会長、さらに必要が

あれば市の委託事業者である障害者基幹相談支援

センター等の協力を得ながら制度を有効なものと

して、地域の見守り活動、災害時等の避難支援、

安否確認等に役立てられるよう充実、改善してま

いりたいと考えております。 

 以上で説明を終わります。 
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○委員長（福田俊一郎）当局の説明が終わりま

した。 

 これより御質疑いただきたいと思います。質疑

はありませんか。 

○委員（井上勝博）全体としては、１万

４３３人が対象者と考えていいかと思うんですけ

れども、そのうち登録者が２,９６１人、それ以外

の方も緊急時には、いろいろ救助をするんだとい

うお話だったんですが、この１万４３３人には、

全員にこういう制度がありますけれども、登録し

てくださいというふうに全員に当たり切っている

ということなんですか。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）今回郵送

しようと考えているところが要介護者、障害者、

特定疾患等につきまして新たな制度で災害対策基

本法の改正に伴い、要支援者として範囲を決めた

ところががございますので、その方々に対して、

約４,０００名程度になりますけれども、その方々

に今回郵送して登録の促進をしていこうとするも

のでございます。 

○委員（井上勝博）済みません、６５歳以上の

ひとり暮らしの高齢者はどうされるんですか。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）６５歳以

上の高齢者の中には、要支援者に入る方もいらっ

しゃれば、そうでない方もいらっしゃいますので、

ひとり暮らし高齢者の方全員に対して、調査をす

るものではございません。また、ひとり暮らし高

齢者につきましては、年に１回民生委員のほうで

調査もしておりますので、そういったものも含め

て、必要がある方については、民生委員のほうか

らまた登録の働きかけもしていただくという形で、

６５歳以上の方については考えております。 

○委員（持原秀行）先日、地域防災会議あって、

その中で自治会長さんとか見えられた中で、やは

りこの問題が出まして、この名簿が来たと。自分

の自治会の中では、自治会長さんはやっぱり把握

しておかなあかんということで一番気になられた

のが、避難の支援者の情報の中で、要支援者の中

で１名しか書いていないと、もしくは書いていな

いと。その要支援者の方がとてもじゃないけれど

も支援者が一人で行っても、こういう突発的なと

きとか、避難とかさせられないよねという話が出

たんですね。その症状によってはそうですよね。

一人で一人の人を抱えようと、避難させるという

のは無理なことで、そういう情報からすれば、近

所でちゃんときちっとボランティアでもやってい

ただける人がおるようなところについては、他人

であろうが、隣接、近所の人とかにお願いをして、

もしものときはお願いしますという、そういうの

をやっぱり広げていかないと、一人に対して一人

でいいのかなという、ちょっと疑問に思っている

んですが、やっぱりそこのあたりの地域のコミュ

ニケーションを図るという意味では、隣近所の助

けというのがやっぱりこの熊本地震の折でもやっ

ぱり大事なことだということが言われてますので

遠いところにおる人よりも近所の知人、友人に頼

るというのが大事じゃないかなと思うんですが、

やっぱりそういうところで気にかけて生活をして

いるわけですから、そういうところをやっぱりき

ちっと複数登録させるというのをやっぱり指導す

るべきだと思うんですが、いかがですか。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）現在、作

成している個別支援計画につきましては、避難申

出書の提出があったときに、その申出者で選定さ

れて、登録された内容でございますので、今、議

員御指摘のような支援者の方が１名しかない、そ

れから支援者については、調整ができなくて書け

なかったという方々もいらっしゃいますので、今

後、こういったところについては、課題だと思っ

ておりますので、検討してまいりたいと思います。 

○委員（瀬尾和敬）私、今、自治会長をしてい

まして、実はこういうものが支援者登録申出書の

何とかかんとかいうのがあるというのを知らない

で、自主防災会議というのを開いたんです。実行

班が五つあるものですから、それぞれの班長さん、

それに民生委員さん、消防団関係の人たちが集ま

って、それぞれ話し合いをしたんですが、各班で

それぞれ情報をお持ちでしょうと。例えばどのお

ばちゃんは、いざというときには避難するのが大

変だから、みんなで手伝いましょうとか、そうい

うふうな連絡網体制ができますかねというような

話をしたんですけれども、私の考え方は、ある程

度正しかったんですよね。これに今言われました

けれども、個別支援計画、支援者誰々と書いてあ

りますけれども、あの人はいつも日常この辺にい

ないから、周りの人でいざというときには支えま

しょうというような話をしました。それはそれで

よかったんです。ただ、そこでネックになるとい

うか、これは個人情報として余りにも大事に抱え

る余り、私はたまさかこういうものの存在という
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のを詳しく知らないで、そういう会議を開いたん

ですけれども、これを知っている人たちは、これ

は個人情報だから世間に出してはいけないんだと

書いてしまうんですね。そういうふうな風潮が強

過ぎると、いざというときに効果がないんじゃな

いかという気がする。だから個人情報といっても、

ある程度は皆さんにお知らせできるところのぎり

ぎりのところというので進めていかないと、これ

から災害とかありますから、その辺の微妙なとこ

ろが難しいと思うんですよね、今さんざん個人情

報の保護をいいますから。そこを当局とされては、

個人情報の範囲でどうのこうのときれいな言葉で

言われますけれども、実際我々現場にタッチする

人間にとっては、そんなこと言っておれないんだ

よというものもあるんですよね。だからその辺の

進め方をどうされるかというのを、ちょっとここ

を脱却しないと、いざというときには大変なこと

になりますよ。実際できないことになります。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）制度の周

知につきましては、毎年自治会運営説明会という

のが、それぞれの地域であると思いますけれども、

そのときに避難行動要支援制度のことについては、

説明をさせていただいているつもりでございます。 

 それから個人情報のことについてなんですけれ

ども、どうしてもこの名簿につきましては、情報

提供の同意を得た方については、情報提供できる

けれども、それ以外の方については、平常時につ

いては提供はできません。先ほど説明の中でも言

いましたとおり、命にかかわるような災害が起こ

るおそれがあって、安否の確認をしなければなら

ないとか、そういった場合につきましては、全て

の登録されている支援者の名簿等につきまして、

提供させていただき、それぞれのところでの安否

確認だったりとか、避難支援に活用していただき

たいというふうに考えているところです。 

○市民福祉部長（上大迫 修）今、瀬尾委員が

言われた中で、私どものほうがこの個別支援計画

をつくるに当たっては、自治会長さんとか、コミ

ュニティ協議会とか、地域防災の組織の方の支援

をいただきながら、これをつくるというふうにし

ておりますので、つくる中には、今言われました

日ごろ昼間はいないとか、そういった地域の情報

を本人さんとのやりとりの中で確認いただいて、

書いていくデータができ上がるわけなので、その

情報の資料という形できちっとお配りするという

のはなかなか難しい面もありますけれども、これ

をつくるに当たって、本人さんと地域の皆さんの

ほうが意見を交わして、こういった状況になって

いるというのは、耳情報になるかもしれませんけ

れども、きちっとした共有というのが図れるよう

な環境、仕組みはつくっているつもりでおります。 

 よって、これからまた自治会長さん方のほうに、

個別支援計画をつくるときに、協力される際には、

そういった耳よりな情報をもとに複数の支援者の

ほうを設定するという考え方で作業をしていただ

ければ、今言っていただいた分の情報のあるなし

ではなくて、コミュニケーションがとれた中で作

業が進むというふうに考えてございますので、配

慮したいと思います。 

○委員（瀬尾和敬）各班長さん方の情報を収集

しますと、この個別支援計画に合致する方もいら

っしゃれば、そうでない方もいらっしゃるんです。

あのおばちゃんは耳が遠いから幾ら無線で災害発

生を言ってもわからないよとかいう方もいらっし

ゃる。いろんなのが出てきまして、我々の結論は、

これはここに出された名簿とかいうのは出すわけ

にはいかないけれども、今言われた人たちがほと

んど載っていたと。ただ、そのほかにもいろいろ

いらっしゃるから、みんなでとにかく見守り体制

というのをしっかりしましょうということで一応

の結びにしたんですけれども、これを公表する、

しないということに相当神経を使っていらっしゃ

るみたいですけれども、意外と地域はもうわかっ

ているんですよ、はっきり言って、そんなんおっ

しゃるけど。おっしゃるから、はい、わかりまし

たで、こうやっていますけれども、頑張って。そ

ういうことで、結構頑張っている地域もあると。

だからこれから先は、この個人情報との闘いかも

しれませんけれども、余りこだわり過ぎると、い

ざというときに大変だなという思いがあるという

ことをお伝えしておきたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員からありませんか。 

○議員（落口久光）済みません。２番のところ

に、この情報を市の地図情報システムともリンク

させているというふうになっていますけれども、

多分これって消防なんかが使っているやつにもリ

ンクしているやつのことですよね。ちょっと違う

んですかね。仮にだとして、他市の話なんですが、
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実際、出水での事例なんですけれども、要配慮者

の情報だけではないんでしょうけれども、各関係

課からのデータ提供というのがここに書いてあっ

たので、ちょっとあえて聞きたかったんですけれ

ども、高齢の御夫婦で住まれていて、もう１０年

ぐらい前に旦那さんが亡くなられて、もうひとり

暮らしなんですよ。たまたま救急車を呼んだとき

に、御主人ですか、どちらですかというような受

け答えがあって、何で死亡届から何か出している

のに、そういうことを聞くんだろうなというのが

あったというのをちょっとこの前聞いたものです

から、本市ではこういうことはないのかもしれな

いんですけれども、もし万が一地震とか家屋が倒

壊して、救急隊がそこに助けに行ったりしたとき

に、救急隊が持っている情報で、二人ここにいる

んだと思っていて、実は一人しかいなかった場合

に、一人は救出できたんだけど、やっぱりずっと

もう一人いるはずだと助けるようなことになって

いてもまたいかんのかなというのがあったもので

すから、ここの関係課とのデータ共有というのを

この要支援者登録だけでは限らないところもある

んですけれども、もう一回ちょっともし不備があ

るのであれば、見直しとかいうのはしていただい

たほうがいいのかなというのをちょっと言わせて

いただきましたので、ちなみにどうなっているん

ですか、それは。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）住民票の

データにつきましても、市のアクロのデータから

定期的に直接はリンクしておりませんので、定期

的にデータを突き合わせた形で亡くなった方につ

いては、消除されるような格好でデータの整理は

しているところです。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、障害・社会福祉課の審査を終わります。 

 ここで休憩いたします。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時５５分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午後１２時５７分開議 

         ～～～～～～～～～～     

○委員長（福田俊一郎）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

────────────── 

△高齢・介護福祉課の審査 

○委員長（福田俊一郎）高齢・介護福祉課の審

査に入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）付託された議案はあり

ませんので、所管事務調査を行います。 

 当局に説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）それでは、

高齢・介護福祉課の所管事務について、御説明さ

せていただきます。 

 市民福祉委員会資料の１４ページをお開きくだ

さい。 

 新聞報道等でも御存じのことと思いますが、本

年５月２６日に改正介護保険法が成立しましたの

で、その改正のポイントについて、本年２月に国

会に提出された資料をもとに御説明したいと思い

ます。なお、具体的な基準等につきましては、今

後政令で定められることとなっていることから、

今回は改正内容の概要の説明になります。 

 まず１５ページをごらんください。 

 改正する法律のポイントですが、地域包括ケア

システムの深化・推進及び介護保険制度の持続可

能性の確保のこの２項目と、その中に詳細項目が

五つございますので、次ページ以降で、この５項

目の概要について御説明いたします。 

 １６ページをごらんください。 

 まず、１の保険者機能の強化等による自立支

援・重度化防止に向けた取り組みの推進について

です。 

 ページ下段のフローチャートをごらんいただき

たいと思いますが、左のほうから各保険者はデー

タに基づく地域課題を分析し、取り組み内容や目

標値を計画に掲げ、それらの目標達成のための効

果的な介護予防等を実施し、その目標達成、改善

度合い等によって財政的なインセンティブが付与

されるというもので、保険者機能を発揮して、高

齢者の自立支援・重度化防止に向けた取り組みを

行い、その取り組みを評価するという仕組みが制

度化されます。 

 次に、１７ページをごらんください。 

 ２の新たな介護保険施設の創設についてです。 

 ページ中段の新たな介護保険施設の概要に記載

のとおり、長期療養のための医療と日常生活の世

話（介護）を一体的に提供する介護医療院を新た

に創設するというものです。 
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 なお、下から２行目の星印に記載があるとおり、

現在、本市にも３施設ございますが、現行の介護

療養病床については、本年度末で廃止予定であっ

たものを新たな施設への移行を促すため、経過措

置期間が６年間延長されるようです。 

 次に、１８ページをごらんください。 

 ３の地域共生社会の実現に向けた取組の推進に

なります。これは、多様で複合的な地域生活課題

に関する地域づくりや支援体制の整備になります

が、その中でもページ下段の新たな共生型サービ

スを位置づけという欄に記載のとおり、高齢者と

障害者が同一事業所でサービスを受けやすくする

新たな共生型サービスが設けられるものでありま

す。 

 次に、１９ページをごらんください。 

 ４の現役世代並みの所得のある者の利用者負担

割合の見直しについてです。 

 詳細は、今後政令等で定められますが、左側の

表に記載のとおり、現在単身世帯で合計所得金額

が２８０万円以上の２割負担者のうち、３４０万

円以上の方は３割負担になるということが示され

ており、平成３０年８月からの施行予定となって

おります。 

 また、右上に記載しておりますが、３割負担と

なり、かつ実質的に負担増となる方は受給者全体

の約３％、約１２万人という推計も示されており

ます。 

 最後になりますが、２０ページをごらんくださ

い。 

 ５の介護納付金における総報酬割の導入につい

てです。現在、４０歳から６４歳までの第２号被

保険者については、各医療保険者が加入者数に応

じて介護保険料を負担しておりますが、これを報

酬額に比例した負担へと変更するものです。激変

緩和の観点から、本年度８月から段階的に導入し、

平成３２年度に全面移行となるようです。 

 なお、ページの左下になりますが、この改正に

より負担増となる被保険者が約１,３００万人、負

担減となる被保険者が約１,７００万人という推計

が示されております。 

 以上が、今回改正となる介護保険法の概要です

が、冒頭でも御説明したとおり、詳細な介護報酬

や基準等につきましては、今後検討し、政令で定

めることとされておりますが、本年度は平成

３０年度から平成３２年度までの計画である第

７期介護保険事業計画を策定する年になりますの

で、今後示される制度改正の詳細な内容等も考慮

しながら計画を策定してまいりたいと考えており

ます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）当局の説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

 委員会資料以外からでもどうぞ。よろしいです

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員からありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、高齢・介護福祉課の審査を終わります。 

────────────── 

△保護課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次は、保護課の審査に

入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）付託された議案はあり

ませんので、所管事務調査を行います。 

 当局に補足説明を求めます。 

○保護課長（松尾和俊）それでは、保護課の所

管事務の説明をさせていただきます。 

 市民福祉委員会資料の２１ページをお開きくだ

さい。 

 １の生活保護の状況についてです。 

 （１）は３月時点での被保護人員及び保護率の

年次推移でありますが、表の下、米印にあります

ように、平成２９年３月の全国人員・保護率につ

きましては、生活保護速報による発表がないため、

直近の２月の速報値であります。昨年３月と比較

して、全国、県とも人員・保護率は減少傾向です

が、本市では人員はほぼ横ばい、分母となる人口

の減少により、保護率は増加しているところであ

ります。なお、保護率では県内１９市中１３番目

となっております。 

 次に、（２）は本市相談件数及び生活保護申請

数の推移でございます。平成２８年度の相談件数

２１５件、申請件数１５６件、保護開始件数

１２１件といずれも昨年より減少しているところ

であります。 

 次に、（３）は、３月時点の本市世帯類型別の
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推移です。高齢者世帯数が３９４世帯と最も多く、

世帯割合もほぼ５割になろうかというところであ

ります。なお、この傾向は国、県でも同様でござ

います。 

 次に、２の公的年金制度改革についてです。 

 これは、平成２９年８月１日から公的年金制度

の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国

民年金保護等の一部を改正する法律の一部を改正

する法律が施行されることにより、これまで公的

年金の受給資格期間が２５年３００月であったも

のが、１０年１２０月に短縮されるものです。生

活保護では、これまでも保護申請時に年金事務所

において、年金調査を行い、未請求の年金があっ

た場合には請求をしていましたが、今回の制度改

革において、新たに請求権が発生する被保護者に

対しても現在、請求指導を行っているところでご

ざいます。 

 表の年金受給者数４０４人は、５月２５日現在

の総年金受給者数であり、２０歳以上の障害年金

受給者も含まれた総数でございます。年金短縮該

当者数１２１人は、今回の制度改革により受給権

が発生するものであり、６０歳以上の厚生年金該

当者を含むものでございます。 

 ２２ページをごらんください。 

 ３の消費生活相談等の状況についてです。 

 （１）は相談件数の推移です。平成２８年度は

５４０件と、平成２７年度と比較して大きく減少

しておりますが、平成２７年度は台風１５号によ

る倒木処理などの相談が多数寄せられたこともあ

り、一時的に相談件数が増加したものと考えてお

ります。 

 次に、（２）は平成２８年度の主な相談内容で

ありますが、運輸・通信に関するものが１５.７％

と最も多く、次いで金融に関するものが９.３％と

なっております。運輸・通信の中では、アダルト

サイトに関する相談が最も多く、金融ではサラ金

等の相談が多く寄せられているところです。その

他では、消費生活相談以外の相続や相隣関係、い

わゆる隣近所との関係などの相談が多く寄せられ

ております。 

 次に、（３）は消費生活講座の開催状況です。

平成２８年度は１４回の講座を開催し、７６２人

の参加がありました。内訳としまして、高齢者団

体が８件、学校関係で高校が２件、中学校が２件、

職業訓練機関が２件となっております。消費者ト

ラブルの未然防止には、こうした取り組みが大切

と考えております。最近では、高齢者の消費トラ

ブルや中高生によるスマホ、インターネットによ

るトラブル、新社会人となった方々の契約トラブ

ルも多く見られていることから、今後も積極的に

出かけていきたいと考えております。 

 次に、４の生活困窮者自立相談支援制度の状況

についてです。 

 （１）の相談件数の推移ですが、この制度は、

平成２７年４月から開始をされており、平成

２７年度１７０件、平成２８年度１５４件の相談

を受けております。 

 （２）の平成２８年度の主な相談内容では、項

目別に示してありますが、複数の相談をされる方

がほとんどのため、相談者の相談の中から最優先

の相談を１件として、計１５４人の方からの相談

を受けております。相談内容では、収入、生活費

が最も多く４２.２％、次いで仕事探し、就職に関

するものが１４.２％であります。相談を受けてか

らの支援の結果ですが、平成２８年度１５４件の

うち、改善が図られたものが７件、現在も支援を

継続中のものが３５件、関係機関へつなげたもの

が４８件であります。なお、相談のみで終了した

件数が残り６４件となっております。 

 生活保護を初め、生活に困窮される世帯は、今

後もふえ続けるものと予想されることから、保護

課では、相談支援体制の充実とともに、ケース

ワーカー、各相談員の知識向上に努めてまいりた

いと考えております。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）当局の説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員からありませんか。 

○議員（松澤 力）１点だけ済みません。生活

保護を受けていらっしゃる方の相談というか、私、

中郷育英地区に住んでいるんですけれども、その

中で今、保護課のほうでも対応してくださってい

るところだと思うんですけれども、生活保護を受

けていらっしゃる方が例えばごみ出しのルールを

守らないとか、住民の地域の方に突然朝、とびら

をたたいたりとか、ちょっと地域の方に迷惑行為

みたいなのをされる方がいらっしゃって困ってい

るという相談を受けることもあるんですけれども、
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そういった中で住民の方としては、そういういろ

んな迷惑行為をされている方が当たり前に生活保

護を受けているということに対するちょっと御意

見というか、ちょっとこんな状況でいいのかみた

な御意見をいただくこともあるんですけれども、

そのあたりの方への指導というか、いろんな相談

を受けていらっしゃることでどのような対応をし

てくださっているかというのを少し教えていただ

けたらと思っています。 

○保護課長（松尾和俊）一部の保護者であると

は思っておりますけれども、確かにトラブルを起

こされる方もいらっしゃいます。議員御指摘のあ

りましたケースなどにつきましては、指導はケー

スワーカーの指導と、それと指導員を同行しての

指導、必要に応じて生活保護の適正推進員を同行

しましての指導ということで、まず話し合いから

入っているところでございます。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、保護課の審査を終わります。 

────────────── 

△子育て支援課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、子育て支援課の

審査に入ります。 

────────────── 

△議案第８９号 薩摩川内市へき地保育所

条例の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（福田俊一郎）議案第８９号薩摩川内

市へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○子育て支援課長（知識伸一）それでは、お手

元の議案つづりその２、８９の１ページをお開き

ください。 

 議案第８９号薩摩川内市へき地保育所条例の一

部を改正する条例の制定について、御説明いたし

ます。 

 提案理由につきましては、本会議で部長が御説

明したとおりでございます。 

 改正内容につきましては、議会資料で御説明い

たしますので、市民福祉部議会資料の１ページを

お開きください。 

 趣旨といたしまして、幼児教育の段階的無償化

に係る子ども・子育て支援法施行令が改正されま

して、特定教育・保育施設等を利用する市町村民

税非課税における第２子の保育料を無料とすると

ともに、ひとり親世帯等のさらなる負担軽減措置

を拡大することになったため、子ども・子育て支

援法に基づく特例保育を行う市立のへき地保育所

について、保育料のほか、所定の規定の整備を図

ろうとするものでございます。 

 概要につきましては、一つ目といたしまして、

保育料階層区分で２階層、これにつきましては、

市町村民税が非課税の世帯のうち、多子世帯であ

る場合の第２子を無償とする。一つ目の括弧書き

がゼロ円となります。 

 保育料階層区分で３階層または４階層、これは

市町村民税の所得割合計額が７万７,１０１円未満

の世帯のうち、ひとり親世帯、障害者同居世帯等

である場合の第１子の保育料を軽減する。次の表

の上段のとおり、各減額するものでございます。 

 ３番目といたしまして、保育料算定上の根拠と

なる市町村民税所得割額について、その計算上適

用しない項目、これにつきましては、ふるさと納

税に伴う税額控除等でございます。これを整備す

るものでございます。 

 ４番目に用語の定義を修正いたします。 

 最後に、保育料に関する規定は、ことしの４月

分から適用することとなります。 

 なお、適用を受ける児童は、今現在では該当が

ございません。国の制度改正によりまして改正す

るものでございます。 

 以上で、議案第８９号薩摩川内市へき地保育所

条例の一部を改正する条例の制定についての説明

を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）当局の説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員からありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△議案第９３号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第９３号平

成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題と

いたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○子育て支援課長（知識伸一）議案第９３号一

般会計補正予算、子育て支援課分について、まず

歳出から御説明申し上げます。 

 予算に関する説明書１７ページをお開きくださ

い。 

 ３ 款 ３ 項 １ 目 児 童 福 祉 総 務 費 は 、 ３ 億

８,１２８万５,０００円の増額補正で、内容は備

考欄をごらんください。事項児童福祉施設整備費

は、２カ所の増築移転する認定こども園整備に関

する補助金で、保育所等整備交付金は、認定こど

も園の保育所部分、認定こども園施設整備交付金

は、認定こども園の幼稚園に関する部分の整備に

要する補助金でございます。今回は、待機児童解

消のために保育所部分を増員しながら、保育所の

認定こども園化を図るものでございます。国の内

示がございました２カ所分でございまして、１カ

所目は、樋脇町市比野の社会福祉法人諏訪福祉会

が運営いたします諏訪保育園の老朽化、築３６年

ほどたっておりまして、これに伴いまして認定こ

ども園として、増築移転するもので、完成後は、

１号定員、これは幼稚園の部分でございます、

９人、２号・３号認定の保育所部分で７１人の合

計８０人の認定こども園としてスタートする予定

でございます。 

 ２カ所目は、東郷町斧淵の社会福祉法人東郷福

祉会が運営いたします若あゆ保育園の老朽化、こ

れにつきましては築３８年たっておりまして、認

定こども園として、小中一貫校として開校予定の

東郷学園に隣接する市有地に増築移転するもので、

完成後は、１号認定２０人、２号・３号認定

８０人の合計１００人の認定こども園として、ス

タートする予定でございます。 

 なお、保育所等整備交付金につきましては、本

来は市の負担額は基準額の４分の１なんですけれ

ども、待機児童解消に効果があるということで、

これが１２分の１の負担ということで、市の負担

が相当額軽減されることになっております。 

 ここで保育施設の状況につきまして、御説明い

たしますので、市民福祉委員会資料の２３ページ

をお開きください。 

 保育施設の定員・利用児童数の推移につきまし

ては、１の表のとおりでございます。平成２４年

度に２,１８５名の定員でございましたが、平成 

２９年度には２,５５２人と３６７人の定員増を図

っているところでございます。利用児童数も年々

ふえまして、平成２９年度には、平成２４年度と

比べまして２９８人増の２,６５８人の増加となっ

ているところでございます。 

 また、定員に対する利用児童数の割合も平成

２８年４月１日現在で１０４.８％、平成２９年

３月１日現在では、１１３.８％となっているとこ

ろでございます。 

 また、２の待機児童の推移をごらんいただくと、

厚生労働省基準、これにつきましては、おおむね

３０分以内に行ける保育園に空きがある場合、待

機児童に含めないという基準があるのでございま

すが、平成２４年度を除きまして、毎年厚生労働

省基準で待機児童が発生している状況でございま

す。 

 それと、本年４月１日現在の待機児童は、厚生

労働省基準で７名、総申し込みに対し５４名の待

機児童が発生している状況でございます。特に平

成２７年、２８年度において施設整備によりまし

て定員を１１６人増員いたしましたが、子どもの

数といたしましては、残念ながら１０１人減って

おるんですけれども、利用児童数は逆に１０５人

増加しておりまして、本年４月１日現在で、残念

ながら待機児童の解消というところまではできな

かったところでございます。 

 なお、７月に繰越事業分の小規模事業所、これ

は平佐町にあるんですけれども、これが１９人定

員で７月にオープンする予定でございます。 

 今後、児童の数は、資料下段のとおり毎年減少

しておるんですけれども、女性の社会進出等で保

育所の需要はますます増加しておりまして、今後

も年度末で待機児童ゼロを目指しまして、さらに

保育施設等の整備等の対策が必要であるんじゃな

かろうかと考えております。 

 引き続き歳入につきましては、予算に関する説

明書の９ページをお開きください。 
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 子育て支援課分は、１５款２項２目民生費補助

金 、 ３ 節 児 童 福 祉 費 補 助 金 ３ 億 ７ ６ ５ 万

８,０００円の増額補正で、保育所等整備交付金及

び認定こども園施設整備交付金につきましては、

今言いました２カ所の認定こども園増築移転に伴

うものでございます。 

 以上で、議案第９３号一般会計補正予算中子育

て支援課分について説明を終わります。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）当局の説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

     ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

○議員（松澤 力）私、本会議でもちょっと質

問させていただいて、保育所の今希望が集中する

ところで、新しく増設するのは難しいということ

で、今検討されているところで、その受け入れ定

員を増やしていくというところで検討をしてくだ

さっているということで答弁もいただいたんです

けれども、先ほども女性の社会進出ということで

今後もこの保育所の需要が高くなるという見込み

もあるということで、今後検討されている保育園

の具体的にどのあたりをふやしていくとかいう見

込みがあれば教えていただけたらと思ったんです

けれども。 

○子育て支援課長（知識伸一）市街地部分が実

際すごく多いという、旧の川内市のところでござ

います。今まであるところはおおむねいっぱいい

っぱい、もう増築といいますか、定員をふやして

おって、なかなかこれがふやすことができないと。

新しくつくられたところなんかが可能性とすれば、

定員をふやす可能性、保育士さんがいらっしゃる

かどうかの話。１年に１回、保育所整備審査会と

いうのを開催しておりまして、そこで既存の保育

園ですとか、新しいので保育園を開設したいとい

う方なんかに公募をかけまして、そこでいろいろ

お話をしながら、できましたらその施設整備をそ

ういう民間の力をかりましてつくりまして、それ

で定員を拡幅できればなということで、あわせて

保育士の対策も今非常に必要になってきていると

思いますので、あわせながらやっていきたいと考

えているところでございます。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、議案第９３号平成２９年度薩摩川内市

一般会計補正予算のうち本委員会付託分について

質疑はすべて終了いたしましたので、これより討

論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から説明がありますか。 

○子育て支援課長（知識伸一）特にございませ

ん。 

○委員長（福田俊一郎）これより所管事務全般

について、質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（井上勝博）学童保育はかなりいろいろ

整備されてきてはいると思うんですが、しかしや

っぱり要望はまだまだあるということで、きのう

ちょっと聞いたのは、川内小学校の学童保育がち

ょっと条件的に、例えば幼稚園が運営していると

ころがあれば、そこの幼稚園の卒園児のみの学童

保育であったりとか、距離が長かったりとかいろ

いろあって、お母さん方の間では、学童保育を求

める声があるらしいんですけれども、そういった

今現状として、この学童保育が求められていると

いうところなどは、どのように今把握していらっ

しゃるんでしょうか。 

○子育て支援課長（知識伸一）私がちょうど来

て４年目になるんですけれども、来た当初は

１７カ所の放課後児童クラブがございまして、今

は２８児童クラブにふえたところでございます。

今御指摘がありますように、川内のほうが保育園

のほうでされているのが、２キロぐらい離れたと

ころにありまして、１カ所だけなんですけれども。

実は保護者会の方なんかもそういう形で地域でつ

くっていきたいということで、御相談はお見えに

なっているところでございます。私どももそうい
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うので、まずは継続してできるかどうかというの

をまず皆さんで意思確認をしていただいて、やっ

ていただくという形で、そういうお話があれば、

こちらのほうも補助金等を活用しまして、つくっ

ていく方向で、あわせまして先ほど言いました小

規模保育所平佐というのが場所的に平佐の駅の裏

のマルナカさん、スーパーさんがあって、その近

くになるんですけれども、そこにできるんです。

そこでも放課後児童クラブを今度から実施をされ

るんですけれども、お話を伺いますと、場所は平

佐西校区なんですけれども、川内校区の方々でも

そういう形で希望をする方があれば、率先して受

け入れていただけるということで、今後はそうい

う形で放課後児童クラブを必要とされる方に対応

していきたいということで考えております。 

○委員（井上勝博）わかりました。ちょっと私

が相談を受けた方は、どうやったら学童保育とい

うのを開けるんですかみたいな相談だったもので

すから、お母さん方で話し合って、子育て支援課

に行ってくださいという話をしたわけですが、既

に相談があるということなんだろうと思いますけ

れども、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員からありませんか。いいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、子育て支援課の審査を終わります。 

［当局退室］ 

────────────── 

△委員会報告書の取り扱い 

○委員長（福田俊一郎）それでは、以上で日程

の全てを終わりましたが、委員会報告書の取りま

とめについては、委員長に御一任いただくことに

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議なしと認めます。 

 よって、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉会中の委員派遣の取り扱い 

○委員長（福田俊一郎）次に、閉会中の委員派

遣について、お諮りいたします。 

 先ほど所管の中で、瀬尾委員のほうから川内ク

リーンセンターと川内汚泥再生処理センターの現

地視察をというお話があったところでしたが、委

員の皆さんの御意見をお聞かせください。 

［「実施の方向で」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）今、杉薗委員のほうか

ら実施の方向でということですが、よろしいです

か。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）それでは、時期等をま

た見まして、実施という方向で進めさせていただ

きたいと思います。そのようによろしくお願いい

たします。 

────────────── 

△開  会 

○委員長（福田俊一郎）以上で、市民福祉委員

会を閉会いたします。 
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